
 

 

報  告  第  １８  号  

 

 

繰越計算書の報告について  

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、平成２８

年度新居浜市水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。  

 

平成２９年６月５日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  



             
 

 平成２８年度新居浜市水道事業会計予算繰越計算書 

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円 円 円 円 円 円

128,000,000

172,000,000

300,000,000

予 　 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌年度繰越額 不　用　額項 事　業　名 説　　明
翌年度繰越額に係る

繰越を要するたな卸

資産の購入限度額
款

分 担 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

  左 の 財 源 内 訳

企 業 債

関連工事の遅延に
よる工期延長

－

67,060,202 225,380

合　　　計 985,366,866 547,610,679 －19,977,325117,778,862417,778,862 0

 １ 資本的支出  １ 建設改良費
関連工事の遅延に
よる工期延長

－

178,749,395 178,718,660 0 50,718,660 19,751,945

239,060,202 0 配水設備 608,146,866 368,861,284

377,220,000 施設整備


